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本
法
律
案
は
、
郵
政
事
業
を
取
り
巻
く
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
鑑
み
、
郵
政
三
事
業
の
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
の
確
保

を
確
実
に
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
に
よ
り
地
域
住
民
の
生
活
を
支
援
す
る
ほ
か
、
日
本
郵
便
株
式
会

社
の
経
営
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
実
施
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
対
し
て
、
常
に
経
営
を
適
正
か
つ
効
率
的
に
行
う
努
力
義
務
を
課
す
ほ
か
、
当
分
の
間
、
経
営
の

 

適
正
か
つ
効
率
的
な
実
施
に
係
る
方
針
の
事
業
計
画
へ
の
記
載
を
義
務
付
け
る
。

二
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
、
当
分
の
間
、
郵
便
貯
金
銀
行
及
び
郵
便
保
険
会
社
（
以
下
「
金
融
二
社
」
と
い
う
。
）
の
株
式

 

の
三
分
の
一
超
の
保
有
を
義
務
付
け
る
。

三
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
関
連
銀
行
及
び
関
連
保
険
会
社
と
そ
れ
ぞ
れ
締
結
す
る
銀
行
窓
口
業
務
契
約
及
び
保
険
窓
口
業
務

契
約
に
つ
い
て
、
届
出
制
か
ら
認
可
制
に
改
め
る
と
と
も
に
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
は
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
、
関
連
銀
行

 

及
び
関
連
保
険
会
社
に
対
し
、
必
要
な
協
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
基
盤
的
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
他
の
本
来
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
行
う
本
来
業



二

 

務
と
し
て
追
加
す
る
。

五
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
よ
る
地
域
貢
献
業
務
の
実
施
を
努
力
義
務
と
し
、
日
本
郵
政
株
式
会
社
に
、
地
域
貢
献
業
務
の
費

 

用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
金
融
二
社
の
株
式
の
売
却
益
等
を
原
資
と
す
る
地
域
貢
献
基
金
を
設
置
す
る
。

六
、
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
及
び
活
用
の
支
援
の
た
め
、
新
た
な
交
付
金
を
日
本
郵
便
株
式
会
社
に
交
付
す
る
こ
と
と

し
、
そ
の
交
付
金
の
財
源
と
し
て
、
政
府
保
有
の
日
本
郵
政
株
式
会
社
の
株
式
の
配
当
を
減
額
し
た
額
に
相
当
す
る
額
の
拠

 

出
金
及
び
権
利
消
滅
し
た
旧
郵
便
貯
金
の
一
部
の
繰
入
金
を
充
て
る
。

七
、
政
府
は
、
三
年
ご
と
の
郵
政
民
営
化
委
員
会
の
検
証
の
際
に
、
金
融
二
社
の
株
式
の
保
有
義
務
を
見
直
す
と
と
も
に
、
金

融
二
社
の
業
務
に
関
す
る
規
制
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
二
年
を
目
途
と
し
て
、
日
本
郵
政
株

式
会
社
、
日
本
郵
便
株
式
会
社
及
び
金
融
二
社
の
組
織
の
在
り
方
並
び
に
郵
便
局
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
維
持
費
用
に
係
る
こ
れ

ら
の
株
式
会
社
の
間
の
負
担
の
在
り
方
等
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
郵
便
事
業
の
安
定
的
か
つ
持
続
的
な
運
営
の
確
保
策
を

 

検
討
す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 


